
○美咲町中央児童公園条例 

平成１７年３月２２日 

条例第１２４号 

改正 平成２１年３月１７日条例第６号 

平成２５年１２月１８日条例第３５号 

令和元年９月２０日条例第２３号 

令和元年１２月１３日条例第３２号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２の規定

に基づき、文化、スポーツを通じて町民の心身の健全な発達を図ることを目的とし、

美咲町中央児童公園施設（以下「児童公園」という。）の設置及び管理に関し、必

要な事項を定めるものとする。 

（名称及び位置） 

第２条 児童公園の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

児童公園 美咲町原田２５０２番地３ 

屋内ゲートボール場 美咲町原田２５０２番地３ 

（有料施設） 

第３条 町の管理する児童公園で有料で使用させるものは、次のとおりとする。 

（１） 屋内ゲートボール場 

（有料施設の使用の許可） 

第４条 有料施設を使用しようとする者は、美咲町教育委員会（以下「教育委員会」

という。）の許可を受けなければならない。 

２ 教育委員会は前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。 

（使用の制限） 

第５条 教育委員会は次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないもの

とする。 

（１） 公安、風俗その他公益を乱すおそれがあるとき。 

（２） 児童公園又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。 

（３） 児童公園の管理上支障を来すおそれがあるとき。 

（４） 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になる

と認められるとき。 

（５） その他教育委員会が使用を不適当と認めるとき。 

（使用料） 

第６条 使用者は、許可と同時に別表に定める使用料を納付しなければならない。 

２ 前項の規定により算出して得た利用料金の額に１０円未満の端数が生じたときは、

これを切り捨てるものとする。 



（使用料の還付） 

第７条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき

は、その全部又は一部を還付することができる。 

（１） 使用者が、自己の責めによらない理由で使用できなくなったとき。 

（２） 使用者が、使用日前３日までに使用の許可の取消しを申し出て、町長が相

当の理由があると認めたとき。 

（使用料の減免） 

第８条 教育委員会は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免

除することができる。 

（委任） 

第９条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１７年３月２２日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の日の前日までに、合併前の中央町児童公園施設の設置及び管理

に関する条例（平成８年中央町条例第７号）の規定によりなされた処分、手続その

他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２１年３月１７日条例第６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年１２月１８日条例第３５号） 

この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年９月２０日条例第２３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（令和元年１２月１３日条例第３２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表（第６条関係） 

区分 単位 種類 町内住民及び

事業所 

町外住民及び

事業所 

照明使用の場合 

町内住民及び

事業所 

町外住民及び

事業所 

屋内ゲ

ートボ

ール場 

１コー

ト 

２時間 

一般 ４４０円 

（内消費税等

４０円） 

６６０円 

（内消費税等

６０円） 

７１５円 

（内消費税等

６５円） 

９３５円 

（内消費税等

８５円） 

高校生

以下 

３３０円 

（内消費税等

３０円） 

５５０円 

（内消費税等

５０円） 

６０５円 

（内消費税等

５５円） 

８２５円 

（内消費税等

７５円） 



備考 使用時間が２時間以内であっても、２時間の使用料とする。 

 


